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議 題 

 

 

 

及 び 

 

 

 

結 果 

２ 協議事項 

  (１)教職員人事について                              

  (２)令和２年度３月要・準要保護児童生徒の認定について              承認 

  (３)令和３年度要・準要保護児童生徒の認定について                            承認 

(４)扶桑町就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する要綱について        承認 

(５)扶桑町子ども・子育て支援事業補足給付事業費補助金交付要綱の一部を改正する  

  要綱について                               承認 

(６)扶桑町適応指導教室実施要綱の一部を改正する要綱について           承認 

 (７)扶桑町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則について     承認 

  (８)扶桑町立学校管理規則の一部を改正する規則について             承認 

(９)扶桑町立学校における情報端末等の管理及び利用に関する要綱について      承認 

(10)扶桑町教育委員会の後援名義使用に関する要綱の一部を改正する要綱について  承認 

(11)扶桑町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例  

   施行規則の一部を改正する規則について                  承認 

  (12)扶桑町立学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料補助金交付要綱の一部を改正     

   する要綱について                            承認  

 （13)令和３年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可について      承認 

(14)後援依頼について                                                        承認 

 (15)当面の諸課題 

  ３ 連絡事項  

  (１)行事予定表について 
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 ４ その他 

 

                                      

 

 

 



令和３年３月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和３年３月１７日（水） 

                                                   午前１０時００分 

場所 扶桑町図書館 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育長 

 

 

 

 

 

指導主事 

教育長 

 

指導主事 

 

教育次長 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

 

教育次長 

  

 

 

指導主事 

教育委員 

教育次長 

教育長 

（１）教職員人事についてお願いします。 

昨日、犬山市で丹葉事務協が開催され、人事の内示がございました。

資料を２冊、教育委員さんの机上にお配りしております。扶桑町の教職

員人事の一覧表と丹葉管内全員の異動者名簿です。前回承認をいただき

ましたが、今回、県の方針で変更がありました。〔資料に基づき変更点を

説明〕この点につきましては、事務協で承認されています。以上ご報告

とさせていただきます。 

教職員人事につきまして、ご意見・ご質問等よろしかったでしょうか。 

新聞発表は、３月３０日（火）となっております。この資料につきま

しては、後ほど回収させていただきます。 

 それでは、（２）令和２年度３月要・準要保護児童生徒の認定について

お願いします。 

別紙１をご覧ください。令和２年度２月の申請分です。児童１名の申

請です。認定要件区分につきましては、記述の通りです。よろしくお願

いします。 

ご質問等よろしかったでしょうか。ないようですので、この件につき

まして、ご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

それでは、（３）令和３年度要・準要保護児童生徒の認定についてお願

いします。 

続きまして、別紙２をご覧ください。この件につきましては、令和３

年度、来年度の要・準要保護児童生徒の申請名簿です。［別紙２説明］柏

森小学校から扶桑東小学校まで４校の児童は合計８４名、２中学校の生

徒は合計７５名になります。それぞれ認定要件も記載されております。 

ご質問等よろしかったでしょうか。 

要・準要保護児童生徒につきまして、増加の傾向ですか。 

若干増加傾向が見られます。 

今年度は、コロナの影響もあると思います。 
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少子化ということでも、割合は高くなっていると思われますね。 

その他、ご質問はよろしかったですか。ないようですので、（３）令和

３年度要・準要保護児童生徒の認定につきましてご承認いただけますで

しょうか。 

はい。 

次に（４）扶桑町就学援助費事務取扱要綱の一部を改正する要綱につ

いてお願いします。 

協議事項（４）から（12）までにつきましては、この３月に要綱や規

則について改正や制定をしました。（７）（８）（９）につきましては、制

定、それ以外の番号につきましては改正ということになります。改正に

つきましては、概ね事業等の変更ではなく事業を現在行っている姿に合

わせたということで、ご理解をいただきたいと思います。あともう一つ

大きなことは、押印の廃止が主な改正になっています。特に（10）（11）

（12）につきましては、押印廃止についてのみの改正ということになり

ますのでよろしくお願いします。それぞれ別紙にてご確認ください。先

ほど申し上げました（７）（８）（９）につきまして、どのような趣旨で

制定したか主幹より説明します。 

それでは、（７）扶桑町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関

する規則についてからお願いします。働き方改革によりまして教職員の

勤務時間を除いた時間を定めさせていただきました。別紙６をご覧くだ

さい。〔別紙６の内容説明：扶桑町立学校の教育職員の業務量の適切な管

理等に関する方針の趣旨、対象職員、在校等時間の上限等に基づき、規

則を制定して業務の量の適切な管理を行う。〕 

続きまして（８）扶桑町立学校管理規則の一部を改正する規則につい

てお願いします。別紙７をご覧ください。〔別紙７の内容説明：学校事務

員職務の表現の見直しと職務名の変更。オリンピック延期に伴う「スポ

ーツの日」の７月移動による後期開始の変更。〕 

次に（９）扶桑町立学校における情報端末等の管理及び利用に関する

要綱についてお願いします。各小学生・中学生に１台ずつ iPadが導入さ

れました。利用の仕方や管理等につきまして要綱を作りました。別紙８

をご覧ください。〔別紙８の説明〕 

簡単ですが以上です。よろしくお願いします 

（７）の教育職員の勤務時間外の時間つきまして、教職員の在校時間、

原則ですが上限月４５時間、年間３６０時間以内とするという指針に基

づいて規則を定めています。例外もありますが、なかなか現状にそぐわ

ないと思われますが、教職員の働き方改革を念頭に置いて、もし時間数

が多くなれば教職員の健康状態も含めて考えていかねばならないと思い
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ます。 

（８）の「スポーツの日」の関係ですが、１０月から７月に移動しま

す。そのため前期と後期の境目について「１０月の第２日曜日」という

ことでの改正です。 

ご質問はありますか。 

先生方の在校時間について、超過勤務４５時間以内ということですが

オーバーした場合、指導するということだけですか。罰則はありますか。 

罰則はありません。 

１日２時間程度ですか。朝１時間、部活指導後１時間、パソコンをち

ょっと操作しているだけで当たり前に時間が経ってしまいますね。 

毎月４５時間以内を守りなさいというわけではありませんが、学校の

事情で４５時間超える場合は年間６ヶ月までとか、１ヶ月の超過勤務は

１００時間未満とか他にもありますが、条件付きの枠の中でやり繰りす

るということです。毎月在校時間の報告を受けており、超過勤務時間の

多い教員には指導もしていますが、中学校が部活動や進路指導などで時

間がオーバーしています。１月・２月はコロナの関係で緊急事態措置が

とられ部活動がなかった時は時間数が改善されていました。小学校は、

行事を少なくするなど努力して４５時間以内を守るという意識化がなさ

れています。 

登下校や緊急時の指導、そのために早く勤務に就いたり、家庭での問

題を学校で指導、いじめや外部で起きたことなどに対応したりと、学校

が抱えることが多く時間がオーバーしています。 

ＳＮＳによるいじめ、スマホの中で起こっている問題など、どこまで

学校が責任を持つのか、また、いじめの第三者委員会が立ち上がって、

いろんなことを検討していくということもすべて学校が背負ってしまっ

てます。いじめがありますと学校での生徒指導に頼られることが多く、

この相談する場所が学校であります。本来なら家庭教育の中で情報モラ

ルについては責任を持ってやってもらいたいところですが、道義上どこ

まで学校が関わっていくかが問題でもあります。 

保護者から家庭内で子どもが犯した問題も学校側の責任ということで

取り上げられたこともありました。 

学校内で起こっていることは学校の責任ですが、家庭のような水面下

で起きていることに関してはなかなか関与できないところでもありま

す。学校が関わることは働き方改革と相反しますが、子どもたちのため

に考え方を整理していかねばと考えています。 

他、ご質問等よろしかったでしょうか。 

児童生徒に情報端末を貸し出されますね。どういう形で行われますか。 
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保護者に要綱７条にあるように端末を児童生徒に貸し出すということ

で、ＰＴＡ総会などで保護者に利用についての内容説明し、借用届を書

いていただき１年間利用できるようにします。 

町の備品でもありますが、教育効果を上げるために家庭での活用も考

えております。いろいろなトラブルが想定されますので、家庭への持ち

帰りについては、試験的にモデルの学校で５月頃から段階的に実施して

検討し、全学校が夏休みぐらいから取り組めればと思っています。 

インターネット環境がない家庭１割程度あります。先ずはハードで利

用できるもの、例えばレポートや写真貼り付けなど、楽しく実施できる

ところから取り組んでいきます。ハード利用については、全員持ち帰っ

て利用できますので、そこから始めたいと思います。 

 他、ご質問よろしかったでしょうか。ないようですので、（４）から（12）

につきまして、ご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

次に（13）令和３年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可

についてお願いします。 

別紙１２をご覧ください。学校活動に支障のない範囲で平日の夜間や

土日の昼や夜間に一般の方々に小中学校の運動場や体育館を開放する団

体です。〔別紙 12の説明〕以上、よろしくお願いします 

 令和３年度学校体育施設スポーツ開放利用登録団体の認可について、

ご質問がありましたらお願いいたします。 

 １０３団体、たくさんありますね。 

 １回利用するだけでも登録が必要です。毎週、曜日等を決めて活動さ

れる団体は限られてきます。 

 他、ご質問よろしかったでしょうか。ないようですので、ご承認いた

だけますでしょうか。 

はい。 

 続きまして（14）後援依頼についてお願いします。 

新規の申請２案件が出ています。①「文化芸術から多様性を感じよう」

についてから説明します。［①の説明］ 次に②「子どもの潜在能力を引

き出す脳科学」について説明します。［②の説明］ 以上です。 

後援依頼についてご質問はありますか。ないようですので、後援依頼

につきましてご承認いただけますでしょうか。 

 はい。 

 それでは、（15）当面の諸課題についてお願いいたします。 

別紙、扶桑町教育委員会３月当面の諸課題をご覧ください。 

１．扶桑町教育委員会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域学校協働活動推進につきまして、今年度は扶桑中学校区で実施で

き、来年度は扶桑北中学校区で推進員を配置できることになりました。

令和３年度中に生涯学習課とともに新しい取り組みをし、令和年４年度

には地域協働本部立ち上げていきたいと思っています。 

次にＩＣＴ教育の推進です。現在、欠席連絡は連絡帳を活用して通学

班の児童を通して連絡帳が担任に届けられ、担任からまた連絡帳が通学

班の児童を通して届くということになっていますが、煩雑なため欠席連

絡についてタブレットを活用してできないかと思いますが、問題があり

ます。クラウド上に載せるため個人情報保護ということで運用の検討を

していかねばなりません。ＩＣＴ教育の推進で他には、教室に大きなモ

ニター設置やタブレットの持ち帰りなど、新しいものの導入には大きな

課題も抱えています。 

次に働き方改革ということで、４月１日から在校時間の上限について

管理していく必要があるため勤務時間タイムカードソフトを使って取り

組まねばと検討しています。 

人事内示については先ほど説明したとおりです。  

２．学校教育 

 コロナの対応ですが、２１日に愛知県の緊急事態措置が解除される予

定です。３月１日から学校では、学習活動や部活動をレベル２に戻して

いますので少しずつ緩和している状況が続いております。 

 中学校の卒業式が３月３日に実施されました。今週の金曜日には小学

校の卒業式があります。町長に祝辞を述べていただくのに、町長は１名

で他は代読になりますが、例えばビデオレターみたいなように祝辞のＩ

ＣＴ活用ができないかという話題もありました。  

 校長先生方はじめ教職員退職辞令伝達式、感謝状の贈呈を３月３１日

（水）１３時３０分に役場第５会議室で行います。今年は山名小学校長、

扶桑北中学校長、教諭は山名小学校、扶桑北中学校、扶桑中学校各１名

で、合計５名の方々が退職です。 

 教職員辞令伝達式４月１日（木）１１時より、扶桑町文化会館で行い

ます。教育委員の皆様にはご出席いただきます。よろしくお願いします。

入学式は、小学校４月６日（火）中学校４月７日（水）に在校生なしで

新入生と保護者、職員と縮小して実施します。 

３．生涯学習 

 先ほど申しましたように、各施設の夜間制限が９時までに緩和されて

います。  

 第４回ミステリーウォークが、３月１４日（日）に行われました。久

しぶりのイベントということで町民の皆様には楽しんでいただけたかと
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思います。 

 来年度のチャレンジデーの開催についてですが、例年のように５月開

催ということはありませんが、何か運動ができないか検討中です。 

４．報告・連絡事項 

 丹葉地方教育事務協議会が、３月１６日（火）１０時から開催され、

この日は福祉文教常任委員会と重なっており、加藤・松山教育委員さん

には、いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。 

 ３月２５日（木）に扶桑町地域学校協働活動推進員会が開催されます。

１年間の活動の様子等を話し合っていただき次年度へ生かしていただけ

ればと願っています。 

 ２月１５日に文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者

会議」の「審議のまとめ」が発表されました。昨年度と比べて児童生徒

の自殺者が増加し、小・中・校とも女子の増加が目立つそうです。「自殺

予防教育」、「ＳＯＳの出し方に関する教育」という言葉がこの頃とても

目につき、気をつけて教育雑誌の特集等を読み込みました。コロナ禍は

こんなにも子どもたちに負の影を落としているかと思うと残念です。学

校での様子の観察が重要と考えます。このコロナ禍において扶桑町では、

児童生徒の自殺予防のためにできることとしてスクールメンタルサポー

ター（相談員）を配置することとしました。 

 最後に、「令和３年度 扶桑町教育委員会基本方針（案）について、提

案させていただきます。［内容：学校教育・生涯学習について、特に本年

度の重点施策を中心に説明］この基本方針に基づき、扶桑町の教育を進

めていきたいと思いますがよろしいですか。 

 はい。 

 お認めいただきましたので、４月に示させていただきます。  

 私からは以上です。 

 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長及び

各課長 

次に移りたいと思います。（１）行事予定表についてお願いします。 

別紙１３をご覧ください。［別紙１３説明の中で、来年度４月について

の報告がありました。］ 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 



指導主事 ４ その他、ありますでしょうか。ないようですので、以上で３月定例

教育委員会を閉会します。  

 


